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第10条

付則

関西大学法学会規則

本会は，関西大学法学会と称する。

本会は，法学の研究を促進し，かつ研究の成果を発表することを目的とする 。

本会は，次の事業を行う c

機関誌「関西大学法学論集」及び「関西大学法学会誌」の発行。

その他本会の目的を達成するために必要な事項。

本会の事務所は．関西大学法学部内に置く 。

本会は，次の者をも って会貝とする 。

法学部及び大学院法務研究科（以下法科大学院と称す）の教授，准教授．専

任講師，助教，特別契約教授。

政策創造学部の教授，准教授，専任講師，助教，特別契約教授であ って入会

した者。

法学部，大学院法学研究科，法科大学院政策創造学部またはガバナンス研

究科の非常勤講師であ って入会した者c

法学部学生，大学院法学研究科学生及び法科大学院学生。

政策創造学部の学生であ って入会した者。

法学部，政策創造学部．大学院法学研究科及び法科大学院の卒業生であ って

入会した者。

その他評議員会の承認を得た者。

次の者を本会の名許会員 とする。

法学部又ば法科大学院に在藉した名労教授。ただし，特別契約教授として在

職中の者は除く 。

特に評識員会の承認を得た者。

本会に次の役貝を骰く 。

会長 法学部長をもって充てる 。

評議員 教授，准教授，専任講師．助教及び特別契約教授をも って充てる。

編集・庶務 ・会計各委員 評議員の中から評議員会において委嘱する 。

その任期は 1年とする。ただし，再任は妨げない。

第 5条第 1号及び 2号の会員は会抒年額15.000円を，同条第 3号から 7号ま

での会員は会貨年額6.000円を納めることを要する。

第 9条 会員及び名誉会員は，機関誌 「関西大学法学論集」及び「関西大学法学会

誌」の配布を受ける。

この規則の改正は評議員会の決議による。

この改正規則は， 平成27年 7月22日から施行する。ただし，従前の第 8条の

規定により平成21年度以降の会費を予め法学会に払込んでいる者については，

なお従前の例による。

2 0 l 6年 3月 1日

2 0 l 6年 3月］］日

印刷所

発行所

印刷

発行

関西大学
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昧冨山房インターナショナル

束京都文京区千石2-25-11
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寺 J 11 永・・・・・・ 3 

デヴィッド・グリンリントン

「自然の定義と環境法の境界」

角 田 猛 之・・・・.. 4 

ミヒャエル・パヴリック

『市民の不法』 (9)

飯

川

山

クレア・チャーターズ「マオリに対する

受諾者義務と 2004年前浜• 海底法：

比較検討および前浜• 海底法によって

マオリが失ったもの」

角

ミヒャエル・パヴリック

『市民の不法l(JO) 

飯

) II 
山

アンドリュー・エルエティ

「伝統的な土地に対する先住民の権利の承認：

国際条約上の諸機関による諸国家の評価」

角

島
口
本

田

島
口
本

田

浩

和

猛

浩

和

猛

暢

ー・・・・・. 4 

輝

之・・・・.. 5 

暢
. -..... . 
輝

5
 

之・・・・・. 6 

(227) 

(265) 

(336) 

(236) 

(266) 

(332) 

(385) 

(198) 

(909) 

(947) 

(1018) 

(1314) 

(1344) 

(1784) 

(1837) 

(2084) 

295 (2181) 
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ミヒャエル・パヴリック

『市民の不法』 (11)

暢

輝

正
浩

和

光

島
口
本
生

飯

川

山

松

6 (240) (2126) 

資料

西夏朝の立法・刑罰・裁判

佐立治人…… 1 (201) (201) 

ホセラモン・ベンゴエッチャ 「多元論者の憲法

パラドクスとコスモポリタン・ヨーロッパ」

論文の翻訳と関西大学でのセミナー，

講義資料 (1)

角田猛之…… J (209) (209) 

法文化のフロンティア・千葉正士

千葉正士先生追悼プロジェクト (3 • 完）ー一

角田猛之…… 1 (263) (263) 

施設見学記録（平成二五年分）

永田憲史•….. J (1) (1) 

オニャーティ・国際法社会学研究所の紹介

ー一国際法社会学マスタ ーコース・プログラム，

研究所でのワ ークショップおよびホセラモン・

ベンゴエッチャの比較法文化に関する講義紹介

角田猛之…… 2 (J 90) (522) 

ホセラモン・ベンゴエッチャ 「ヨーロッパの

夢の終焉とユーロ危機への目覚ましコール」

論文の翻訳と関西大学でのセミナー，

講義資料 (2)

角 田猛之…… 2 (255) (587) 

施設見学記録（平成二六年分）

永 田 憲史…… 2 (12) (671) 

ドマの LEGUMDELECTUSについて (-)

岡 徹・・・・・・ 3 (17) (1062) 

ドマの LEGUMDELECTUSについて（二）

岡 徹・・・・・. 4 (62) (1391) 

- 296 - (2182) 
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最高裁において昭和二0年代中葉に確定した

死刑判決一覧

永田憲史…… 5 (15) (1872) 

金朝の立法・刑罰・裁判

佐立治人…… 6 (274) (2160) 

最高裁において平成二六年に確定した

死刑判決一覧

永田憲史…… 6 (1) (2190) 

紹 介

「特別知識」に関する最近の文献 (1)

- Gunther Jakobs, 「知識による管轄？」

晶

浩

智
口
川

川

森
6 (282) (2168) 

書 評

水島治郎著

『反転する福祉国家：オランダモデルの光と影』

（岩波書店， 2012年）

土倉莞爾…… 2 (303) (635) 

- 297 - (2183) 
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土倉莞爾 関西大学名誉教授

西 平等 関 西 大 ;,>-<. 子 教 授

西村枝美 関 西 大 足子 教 授

木村光豪 関西大学大学院生

山下裕樹 関西大学大学院生

角 田猛之 関 西 大 ,= 子 教 授

飯島 暢 関 西 大 子;=. 教 授

J 11 口 、伍、生 関 西 大 ;,,.,, 子 教 授

山本和輝 立命館大学大学院生

松生光正 九 州 大 ;u.. 子 教 授

佐立治人 関 西 大 ;>-4 子 教 授

永 田憲 史 関 西 大 子足 教 授

森川 知日 晶 関西大学大学院生
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